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衆
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院
議
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提
出
日
米
地
位
協
定
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軍
属
に
関
す
る
補
足
協
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
日
米
地
位
協
定
の
軍
属
に
関
す
る
補
足
協
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
在
日
米
軍
の
軍
属
の
数
に
つ
い
て
は
、
米
国
政
府
か
ら
、
平
成
二
十
八
年
に
お
け
る
在
日
米
軍
の
軍
属
の
数
は

約
七
千
三
百
人
で
あ
り
、
ま
た
、
平
成
二
十
五
年
三
月
末
に
お
け
る
沖
縄
に
駐
留
す
る
米
軍
の
軍
属
の
数
は
千
八
百
八
十
五

人
で
あ
る
と
の
説
明
を
受
け
て
い
る
が
、
軍
種
別
の
数
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国

に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
を
補
足
す
る
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
軍
属
に
係
る
扱
い
に
つ
い
て

の
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
平
成
二
十
九
年
外
務
省
告
示
第
二
十
九
号
。
以

下
「
補
足
協
定
」
と
い
う
。
）
の
締
結
に
よ
っ
て
、
右
に
示
し
た
在
日
米
軍
の
軍
属
の
数
及
び
沖
縄
に
駐
留
す
る
米
軍
の
軍

属
の
数
が
今
後
ど
の
よ
う
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
補
足
協
定
が
今
後
運
用
さ
れ
る
中
で
把
握
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、

現
時
点
で
具
体
的
に
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
日
米
両
政
府
は
、
補
足
協
定
及
び
平
成
二
十
九
年
の
合
衆
国
軍
隊
の
軍
属
に
係
る
扱
い
に
つ
い
て
の
協
力
に
関
す

る
日
米
合
同
委
員
会
合
意
（
以
下
「
日
米
合
同
委
員
会
合
意
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
け
ば
、
御
指
摘
の
「
元
米
兵
軍
属
の
被

一



告
人
」
は
軍
属
の
構
成
員
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
資
格
を
有
さ
な
い
と
の
見
解
で
一
致
し
て
い
る
。

補
足
協
定
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域

並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
）
第
一
条
（ｂ）
が
規
定
す
る
軍

属
の
内
容
を
国
際
約
束
の
形
で
補
足
し
、
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
補
足
協
定
の
着
実
な
実
施
を
通
じ

て
、
日
米
間
の
協
力
が
一
層
促
進
さ
れ
、
在
日
米
軍
の
軍
属
に
対
す
る
管
理
が
一
層
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
日
米

軍
の
軍
属
に
よ
る
事
件
・
事
故
の
再
発
防
止
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

補
足
協
定
に
規
定
す
る
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
被
用
者
」
が
軍
属
の
構
成
員
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
た
め
の
適
格
性
を

評
価
す
る
の
は
、
米
国
政
府
で
あ
る
が
、
日
本
政
府
と
し
て
米
国
政
府
が
行
う
認
定
に
対
し
て
疑
義
が
あ
る
場
合
に
は
、
補

足
協
定
第
二
条
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
作
業
部
会
（
以
下
「
作
業
部
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
日
本
政
府
か
ら
当
該

疑
義
を
提
起
し
米
国
政
府
と
の
間
で
協
議
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

四
に
つ
い
て

現
時
点
に
お
い
て
、
特
定
の
者
に
対
し
て
お
尋
ね
の
日
米
合
同
委
員
会
合
意
の
�
�
ｆ
�
�）
ｅ）
に
い
う
「
合
同
委
員
会
に

二



よ
り
特
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
」
又
は
日
米
合
同
委
員
会
合
意
�
�
ｈ
�
に
い
う
「
合
同
委
員
会
に
よ
っ
て
特
に
認
め
ら
れ

る
者
」に
該
当
す
る
者
と
し
て
軍
属
の
構
成
員
と
し
て
の
地
位
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

今
後
、
必
要
に
応
じ
て
、
日
米
合
同
委
員
会
に
お
い
て
、
個
別
の
具
体
的
な
事
例
に
即
し
て
協
議
さ
れ
、
当
該
協
議
を
踏
ま

え
日
米
間
で
軍
属
の
構
成
員
と
し
て
の
地
位
の
付
与
に
関
す
る
決
定
が
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
決
定
に
係
る
情
報
の
扱
い

に
つ
い
て
も
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

五
に
つ
い
て

日
米
合
同
委
員
会
合
意
に
よ
り
、
米
国
政
府
は
、
軍
属
及
び
軍
属
と
し
て
認
定
さ
れ
た
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
被
用
者
の
総

数
並
び
に
日
米
合
同
委
員
会
が
決
定
す
る
他
の
情
報
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
に
対
し
て
定
期
的
に
報
告
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
作
業
部
会
を
通
じ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
米
国
政
府
か
ら
提
供
さ
れ
る

情
報
の
扱
い
に
つ
い
て
も
、
作
業
部
会
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

三


